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中世盛期フランス王国の慣習法文書

一 北東フランスを中心として一

鈴 木 道 也

Ⅰ.はじめに

最近刊行された ｢新しいフランス中世史｣叢書の中でパルテルミ-は,12世紀から13世

紀にかけてのフランスを ｢諸侯領の時代(tempsdeprincipaut芭S)｣と表現した.'1' このよ

うな表現を,終始王権が拡大したとされるこの時期に充てることは一見矛盾しているよう

に思われる.王権の拡大を端的に示す王領地の拡大は,同時に諸侯領の｢蚕食と破壊｣(2)杏

意味しているからである.しかしながら,こうした王領地の拡大は封建制に則った主従制

の論理を貫徹することで初めて実現された.それゆえ,諸侯領が王領に併合されるか否か

といった問題は,家臣義務違反や相続人の欠如あるいは女子相続人の婚姻などの事態に浴

いてのみ顕在化したのであり,少なくともそれまでは,諸侯層によって統治される各諸侯

領こそフランス王国を実質的に構成する政治的統一体であった.国王を頂点とする封建的

階層序列にこの時期諸侯層が組み入れられたとしても,それが直ちに国王による全人民支

配を意味していなかったことは良く知られている.また,諸侯領の併合を経て後に実現す

るフランスの統一が,実際には諸侯領の多様な構造をそのままフランス王国の地域的多様

性として抱え込んでいく過程であったことを考えあわせるなら,諸侯並びに諸侯領が果し

た歴史的意義の大きさ,そしてパルテルミ-発言の妥当性がここに理解されよう.さらに,

今ここで取り上げている諸侯領が,カロリング王権解体期の過渡的形態たる ｢前期型｣諸

侯領とは質的に異なっていること,即ち王権崩壊後自立的支配圏を構成していた城主支配

領域を改めて掌握することによって築き上げられたものであったことを想起する時,その

意義は一層明確になるであろう.

ところで,我 .々が諸侯領を問題にする場合,諸侯が行使した統制権の内容から,二つの

視角を設定することが可能であろう.諸侯一 中小領主関係と諸侯一 領民関係の二つがそ

れであり,領域的に見れば両者は諸侯領内においてそれぞれ中小領主層の支配領域と,請

侯の直轄領を構成する.近年の地域史研究は前者,即ち ｢レーン制的紐帯に依拠しつつ実

現される｣諸侯統制権について豊かな実証的成果を生み出しつつある!3'それでは後者,即

ち諸侯領の政治的 ･経済的基盤たる直轄領において,領民に対して行使された諸侯統制権

の内実はいかなるものであったのだろうか.本稿は,かかる諸侯統制権の一側面を ｢慣習

法文書｣の名で総称される文書史料の分析を通じて明らかにすることを目的とする.この
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文書は ｢一つの集落 もしくは集落のグループの住民に多様な性格 ･内容を含みうる特別の

権利を認可した,領主によって布告された文書｣と定義されるが;4'さしあたっては文書授

与に携わる領主層の多 くを諸侯層が占めていること,またほとんどの文書が12世紀から13

世紀に授与されていることなどの点から,当該期における諸候 一 領民関係の,法的側面で

の新たな展開を客観化 したものと見なしうるのではないかと思われる.

こうして我々は,国制史的な観点から出発 して,諸侯 一 領民関係の解明が必要であるこ

と,そして慣習法文書がその法的側面を照射 し得る可能性をもつことを指摘した･ ところ

が一連の慣習法文書研究は,全 く異なる観点から始められ',5'また上述の如き問題関心の下

に置かれることがなかったにもかかわらず,既に慣習法文書に現れる諸侯層の政治的意図

を指摘するに至っている.かかる到達点を代表するのがジェニコであろう?'神聖ローマ帝

国領内の-諸侯領であるナミュール伯領の慣習法文書に関する研究から彼は,慣習法文書

の授与 と諸侯領の形成が密接に結びついていると主張した.この時主張の根拠は三点挙げ

られている.先ず第-に伯だけが慣習法文書を授与 しており,伯が文書普及の主専権を握っ

ていること,第二に文書を受領 した集落が伯権力の不安定な地域に集中していること,第

三に文書が全て伯領の首邑都市であるナミュールの法を内容 とするものであること.こう

してナミュール伯は慣習法文書の授与を通じて修道院や貴族 といった反対勢力を抑止し,

伯領の法的統一を意図したのだと言う.加えて彼は,文書内容ならびに受領集落の政治的･

経済的状況についての分析を通じ,従来の研究が重視 してきた文書授与の経済的動機につ

いてはこれを完全に退けている三7'

諸侯統制権 との関連でこの文書を取 り上げる本稿の意図からすれば,こうしたジェニコ

の見解が出発点 とされるべきである.その場合,フランス国王内の慣習法文書の検討によっ

て得 られた知見を,彼の見解 と照らし合わせる作業が必要であると思われる.フランスに

おいて良 く知 られた慣習法文書 といえば,我々は直ちに｢ロリスの特許状｣や ｢ボーモン-

タン-ナルゴンヌの特許状｣の名前を挙げることが出来る.それは,こうした特許状が北

東フランス地方に在る複数の諸侯領下の数多 くの集落に普及 したという事実によるミ8'例

えばかかる事実は,ジェニコが提示した枠組の中でどのように位置付け得るのであろうか.

そこで以下では,先ずフランス王国における代表的な慣習法文書が,どのような状況にあ

る集落に対 して,如何なる内容を持つものとして授与されたのかについて確認したい(Ⅰ)･

次いで,慣習法文書普及の具体的な在 り方をみていきたい(ⅠⅠ).これらの検討を通じ,ジェ

ニコの見解の当否を改めて問い直すことによって,フランス王国における慣習法文書の普

及が持つ政治的意義を明らかにし,12･13世紀における諸侯 一 領民関係について,その法

的側面から一つの見通しを得たいと考えている.
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1884,pp.523-556(以下 M･Prou,Lescoutumesと略記)･が代表的であるが･我が国でも森山軍治郎 ｢慣

習法特許状の政治的意義 - ロリス特許状とカペ王権-｣批 大文学文学紀割 21号(1)I1973年･101-51

乱 がある.氏の研究は,ロリス特許状の授与を通じてカペー王権が自らの直轄領を拡大する過程を,主

として領主制的な観点から詳細に描きだしている.

ⅠⅠ.慣習法文書授与の背景とその内容

以下では,慣習法文書の典型と見倣され一般的性格を規定してきた上記 ｢ロリスの特許

状｣と ｢ボーモンの特許状｣に加え,同時期,同じ北東フランス地方にあってクーシー領

主ラウールが作成し,複数の集落に普及した ｢ヴェルパンの特許状｣を取り上げ,この三

文書を検討する.ヴェルパンの特許状は普及範囲では前二者に及ばないが,普及に際し単

一の領主家系が排他的な主導性を発揮しており,比較的な観点から検討に加えるのが相応

しいと思われる.この三つの特許状について,授与の対象となった集落が置かれていた政

治的 ･地理的状況を考慮しつつ文章内容全体を比較検討することで,文書相互の同質性と

異質性を明らかにし,普及過程をたどる次節へのてがかりとしたい 11'

(1)｢ロリスの特許状｣の場合

ロリスを中心とするガティネ地方の諸集落は,11世紀後半のフィリップ一世によるガ

ティネ地方制圧後に建設されたものであるが,パリからオルレアンに達する交易ルートの

途上に位置しており,常に政治的安定が希求されていた.更に,12世紀初頭のテイボー ･

ル･グランのシャンパーニュ伯即位は周辺からガティネ地方を脅かすことになった(･V 加え

て,集落の支配権を巡っても,ガティネ地方南部に広大な散在所領を持つ有力な聖界領主

サン-プノワ修道院との間に対抗関係があったことが指摘されている.こうした状況の中

で特許状は作成されている.全35条からなるこの特許状の内容について以下見ていこう･

先ず当地を巡る聖界領主との対抗関係に関して,サン-プノワ修道院が当集落に対する

一切の裁判権から排除されることを規定する (十分の-税やサンスの違反に関する場合を

除く)[Lom'S:31].この規定によって国王は修道院勢力を単なる土地領主の地位に引き下

げる.そうすることで,住民の紛争の際に生じ得る裁判管轄権をめぐる修道院との紛争を

未然に防ぐことを意図している.諸賦課については,ターユ･バナ1)テは廃止され[Lo-'S:

9][Lom'S:24],軍役も制限が加えられるなど[Lom'S:5]概ね領民に有利な規定を持っ

ている.さらに18条では一連の特権がロリスの教区に移住して一年と一日を経た者に対し

て与えられることが明確に記されている lLom'S:18]:3'同様の規定はヴェルパンには見

られるが[Vervin:15]ボーモンには存在していない.この条項は特許状の授与によって,

他領からの人口流入が起こり得ることを領主である国王自身が意識したことを意味してい

る.もっともこうした領主制的賦課について見た場合,住民が享受する特権はそれほど多

いものではない.マルモントやフォルマリア-ジュについて,また定率地代や規定外賦課

について,その徴収を禁じた条項(ヴェルパンの特許状では24,25,12条でそれぞれ規定)
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は確認されない.一方で目立つのが,商業･交易関係条項の充実である.売買税･流通税･

酒税･通行税の免除 [Lom'S:2],入/出市税の定額化 [Lom'S:20],定期市/遇市に参

加する外来者の身分保護[Lom'S:6]という一連の規定は,当地の自由な商業活動を保障

するものであった.パリとオレルアンの間に位置し,活発な交易が期待されるガティネ地

方の地理的位置に由来するものであろう.

住民にある程度の諸特権を認めつつ,さらに当地が交易拠点として発達することを意図

した特許状は,他方住民が主体的に集落の統治に参加することには消極的であったと言え

る.特許状においては,集落の自治組織に関する言及は一切なされていない.このことは

後のボーモンやヴェルパンの特許状と比べれば顕著である.もっとも,村方役人の選出を

住民側に委ねる条項が存在しているからといって,それが直ちに集落の自治を全面的に保

障するものであるとは言えない.この点については,ボーモンの特許状を検討した次項で

言及する.しかしロリスの特許状では規定そのものが見られない.集落の管理は国王によっ

て当地に派遣されるプレヴォに大きく委ねられていた.特許状は,住民の裁判が当地のプ

レヴォに委ねられるべきことを示し[Lom'S:8],プレヴォが罰金の徴収に当たるととも

に,彼らに対しその一部を自らの収入に当てることを認めている[Lom'S:7].任期につ

いては規定されていないが,就任する度ごとに諸慣習を厳守する旨の誓約を国王に対して

することが課されているから[Lom-S:35](4),国王がこのプレヴォを介して効果的な集落

統治を意図していたことは明白であろう.

こうして我々は他文書との比較からロリスの特許状の特徴として次の点を指摘しうる.

まず第一に,当地の裁判権について国王の優越性を主張しており,第二に,住民に与えら

れた諸特権は当地の商業的発展を中核とする人口増加を特に意図したものであった.第三

に,当地の住民が自治的な司法組織を持つことは認められておらず,住民統制という点に

関しては国王役人プレヴォの機能が全面に押し出されている.

(2)｢ボーモン=クンニナルゴンヌの特許状｣の場合

ランス大司教領においては,辺境地域特にリュクサンプール伯領と境を接する北辺のア

ルデンヌ地方に複数の城砦が築かれていた.これら防衛城砦のネットワークを補完する目

的で,ランス大司教アダルベロンが後方の山間に位置するかってのカストルムの場所に10

世紀未に建設した新しい軍事施設,これがボーモン-タン-ナルゴンヌの基礎となる砦で

あった? 1182年にこの地に新たに築かれた集落に対して,後に多くの集落に普及すること

になる慣習法文書が作成された.ランス大司教 ｢白い手｣のギョ-ム (Guillaume aux

Blanches-Mains)によって作成された ｢ボーモン-タン-ナルゴンヌの特許状｣がそれで

ある.この1182年は,大司教の居所であるランスにおいてコミューヌ運動が活発化した時

期にあたる.コミューヌ運動は,前任大司教にしてルイ七世の兄弟アンリ(HenrideFran-

ce)の下で活動を停止されていた自治的司法組織エシュビナ-ジュの復活を求めるもので
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ぁった.運動は大司教からエシュビナ-ジュの再開を認める特許状を獲得した? こうした

状況の中で ｢ボーモンの特許状｣は授与されている.特許状は58条から構成される.条項

数が多いように思われるが,多くは罰金額等を記した刑法関係の規定に充てられており,

それを除けば言及対象において他の特許状との差はそれほどない.

先ず住民が果すべき諸賦課に関して目を引くのは,バナリテと軍役奉仕に関するもので

あろう [Beaumont:5日 Beaumont:56].ヴェルパンの特許状 [Veyvin:7],ロリス

の特許状[Lomls:24]で廃止されるバナ.)テはボーモンでは維持され,パン焼き窯の使用

に際しては24個につき1個のパンを,また水車の使用においては,小麦20ステイエ挽く毎

に1ステイ工を領主に支払うことが定められている'.7'軍役奉仕については,ボーモンの住

民は集落から徒歩で往復一日以内の範囲で (領主による要請があった場合には何度でも)

守護軍役 (exercitus)を行うことになっている .̀8' ロリスの特許状では,往復一日程度と

期間が決められてはいるものの戦闘軍役 (expeditio)を果すことが期待されていたこと

[Lom'S:3]と比べれば,この規定はボーモンの辺境城砦としての性格を表している.ま

たヴェルパンの特許状では,住民が1日分の費用を負担する軍役については年間5回,往

復 1日程度の軍役については住民の負担で年間1回と回数が制限されており [Veruin:

6],回数に制限の設けられていないボーモンでは,住民の果す軍役奉仕の役割が未だに重

視されていることを示している.

次にボーモンの特許状では,耕地の拡大や交易地としての当地の発展に作成者が期待を

寄せていることを伺わせる条項がある.先ず,十分の-税額を記した条項[Beaumont:4]

では,既耕作地では12ゲルプにつき2ゲルブを税として払わなければならないのに対し,

新開墾地では14ゲルプにつき2ゲルプに減額されている.この種の減額規定はボーモンの

みであり,ロリスやヴェルパンの特許状では開墾地に関する言及そのものが存在していな

い.一方,売買税 (teleneo)が廃止されていることから見て当然市場の存在も窺われる

[Beaumont:2].しかしボーモンでは,ロリスやヴェルパンに比べ商業･交易関係の条

項数が少ない(ボーモン-2/58ヴェルパンー5/50ロリスー6/35):9' このことは,特許状作成者

が相対的に市場の発展に関心が低かったこと,また発展に見合うだけの成長を市場が遂げ

ていなかったことを物語っていると思われる.それゆえボーモンでは,差額十分の一税の

規定に見られるように商業発展よりもむしろ農業発展が促されたのであろう.

ところでボーモンの特許状の大きな特徴は,その刑法関係条項の多さにある.全58条項

中,犯罪者の立証方法 ･罰金等について記した条項は30を数え,ロリスでこの分野に関す

るめぼしいものとして,僅かに罰金額の軽減を規定した条項[Lorris:7]が存在する程度

であるのに比べると,その差は歴然としている.数の多さばかりでなく,その内容におい

ても幾つかの特色が見出せる.先ず第-にボーモンではその判決の殆どが罰金刑であり,

またその徴収額も高額である点が挙げられる.第二に,徴収される罰金は領主と集落役人
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(または被害者)との間で分割されるのであるが,配分比に関しても,平均して76%とい

ぅ高い割合で領主に分配されている ':0'第三に,ボーモンでは領主が上級裁判権を留保す

ることが明記されている [Beaum oni:18].'ll'

最後に,ボーモンの際立った特色として度々取り上げられる住民組織に関する規定につ

いて述べておきたい,ポーモンでは,メールやジュレといった村方役人が,｢汝ら全ての同

意をもって選出される｣とされている [Beau㌘ont:9]･従来この条項は,ボーモンにお

いては今後住民によって選出される役人の働きによって,住民利益が保護されるように

なったこと,即ち領主側の集落統治に強い制限が加えられるようになったこと,を示す画

期的なものであると評価されてきたtl2'確かに領主側はメールの任期を一年とすることで

その刷新を促している':3' しかし,役人選出に関する同様の規定はヴェルパンの特許状に

ぉいても見出される[Veym'n:13].それゆえボーモンの特許状のかかる規定はことさら特

徴として指摘するまでにはいたらないと思われる.加えて,当該特許状ではメール以外に

も多くの集落役人の存在が知られているのであるが,彼らはむしろ領主側の意図を反映す

る役人と見なしうるのである.例えば,葡萄園･耕地の監視にあたる役人 (custos)や,そ

の機能は明確ではないが大司教によって派遣される複数のministralesなる役人の存在

[Beaumont:42]':4'また,城砦ボーモンの防衛に充てるための費用を決定する機関を二

名のジュレとともに構成する大司教の代理人の存在などがそうである115'ボーモンにおい

て特徴的に認められるこうした役人を通じ,住民側の自治的な政治組織を認めながらも,

特許状授与者による効果的な住民統制が意図されたのではないかと思われるt:6'

上記の検討からボーモンの特許状については次のような特徴が指摘されよう･先ず第｣

に,当地の城砦としての性格に基づき住民の守護軍役を確保しつつ,第二に (相対的に見

れば決して豊富な内容を持つわけではないが)諸特権を与えることで集落の農業的発展を

促し,第三に住民側の政治組織を認めながらも,依然として複数の領主役人を通じた集落

の統制を意図している.また多くの刑法条項は,授与者であるランス大司教の上級裁判権

者としての性格を明らかにしていた.こうした内容を持つボーモンの特許状は,しかしな

がらその後ランス大司教によっては,ボーモンに近接する北方の複数の集落に授与された

ことが知られているのみであり,彼が普及の中心者となることはなかった.にもかかわら

ず,この特許状を母法として ｢ボーモンの諸慣習や自由｣を領民に認めた慣習法文書は凡

そ500の集落に知られている.普及過程で大きな役割を果したのはシャンパーニュ伯,バー

ル伯,ロレ-ヌ公,リュクサンプール伯などの有力世俗諸侯層であった.この点を最後に確

認しておきたい.

(3)｢ヴェルパンの特許状｣の場合

1163年にクーシー領主ラクールー世の手によって ｢ヴェルパンの特許状｣が授与される

ヴェルパンは,南西のクーシー,北のラ-フェ-Jt,,東のマルルという三つの城砦に囲ま
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れたフランス北東部クーシー地方のその北東端,オワ-ズ川の支流ヴィルビオン川のそば

に位置する集落である.この集落について特許状授与以前に史料的に確認されるのは,近

くの修道院に対し当地の十分の-税 とサンスが賦与されていた事 ぐらいである':7) しかし

ながら,1160年から1185年にかけ,クーシー地方に対し北辺からフランドル伯あるいはユ

ノー伯による度重なる侵攻が行われていること,そして実際1167年にはクーシー領主ラ

ウール一世が封建関係を取 り結んでフランドル伯の影響下に入ることを強いられているこ

となど,北辺の諸侯への強い脅威の中で作成されたことは明らかである:18) また,特許状

の内容から,この地が既にかなりの商業的発展を遂げていたことが確認される.というの

ち,流通税の定額化を規定した条項の中で特定の品目名を挙げ,それらについては特に流

通税を免除しているのであるが,そこに挙げられた品目は,加工用の金 ･雄馬 ･革製品等

であり[Vervin:42],このことから金属細工職人やなめし革職人が存在していたと推測さ

れ,それは結果として相当規模の市場の存在を窺わせるのである.またロリスの特許状と

並んで商業関係の条項が充実していることも指摘されよう (通行税の免除,入/出市税の

定率化,定期市/遇市に参加する外来者の身分保護等).他方ボーモンの特許状について

我々が確認した,十分の-税における通常の耕地 と開墾地の差額税率 ([Beaumont:4])

を規定した条項などは存在していない.以上の点から我々は,当地は交易地としての性格

がより重視されていたと考えることが出来るのではないかと思われる.ロリスの特許状 と

同様,当地において一年と一日の居住を経た者に対する諸特権の授与や[Veruin:15],一

定の退村税の支払いの後に認められる自由な離村の許可 [Vervin:22]などは当地におけ

る活発な人的交流を保障するものであった.

諸賦課に関してみると,これまでに度々指摘されたように多 くは廃止もしくは定額化さ

れている (マルモント･フォルマリア-ジュの廃止 [Veruin:24日 Veruin:25],定率地

代や規定外賦課徴収の禁止 [Vervin:12],バナリテの廃止 [Veruin:7],軍役奉仕の回

数制限 [Veruin:6]).また住民の政治組織に関しても,ボーモンのところで言及したよ

うに村方役人が住民の意思によって選出されることを規定していた.ボーモンでは,住民

側の役人選出を認めた後で,引き続き大司教側が派遣する役人についての諸規定が存在し

ていたのであるが,ヴェルパンに関してはそうした条項は確認されない.それではヴェル

パンの方が従来のこの点において高く評価されていたボーモンの特許状よりも,むしろ住

民側の政治的自治を認めていると言い得るだろうか.この点については,メールの権限に

ついて規定した41条が興味深いように思われる.41条でメールは,傷害の罪を犯したもの

を裁 く権限を限定的ながらも与えられている.ボーモンにおけるメールの機能が,住民間

の耕作地の分割 [Beaumont:11]や種々の罰金 [Beaumont:13-17,21-27,40-40,

47]･不動産売買税 [Beaumont:10]の徴収などとされ,傷害等に関わる裁判権は依然と

して大司教の下にあったことを考えるなら,住民によって選出されたメールが果す機能は
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より高度であったということは出来るだろう.

こうしたことからも分かるように,この特許状は他に比して住民側の特権を多 く認めて

いた.一連の特権の内容は,コミューヌの暴認という点を除けばコミューヌ文書にさえ匹

敵するものであった':9' もちろん,当時のクーシー地方の政治的状況,あるいは辺境に位

置するという当地の地理的状況を考慮すれば,ラウール一世によって授与されたこの特許

状は,交易拠点を勢力下に置こうとする意図の現れと理解されよう･しかしながら,交易

拠点として経済的な発展を続けるヴェルパンの住民に対して授与者の支配が受け入れられ

るためには,住民により多 くの特権を与えることが必要とされたのである･

(4)小指

後に北東フランス地方に広 く普及してい(慣習方文書を最初に授与された集落 と,そこ

に授与された文書内容の比較を通じ,受領集落がいずれも所領の辺境に位置し,当地に対

する支配権の確立･維持が領主側にとって急務であったことを確認することが出来た･もっ

とも,特許状の内容はこうした集落の個別具体的な政治的 ･社会的状況に応じて作成され

ている.ロリスの特許状は,当地の政治的安定化 と拓殖政策そして商業の振興を意図して

いた.ボーモンの特許状は,何よりも先ず辺境城砦 として強固な支配を打ち立てることが

目的であった.また当地は農業的発展を意寓されていた･ヴェルパンの特許状は,-商業

拠点への支配権確保のための特許状授与であった.交易圏の拡大 という当時一般的な経済

状況にあって,支配圏の安定化を志す諸侯層の政治的意図は･例えばロリスやヴェルパン

の特許状に見られるように経済的色合いを帯びざるを得ない･先にジェニコは,慣習法文

書には経済的動機が介入する余地はなかった,としていた･しかし上で見たような受領集

落の状況並びに文書内容からすれば,こうした見解の一般化は一考を要するのではないか

と思われる.但しこの点については今後一層の検討が必要とされよう.

ところで,我々がこれらの特許状を取 り上げたのは,それが多 くの集落に普及するとい

う重要な役割を担っていたからに他ならない.しかし本節の中で明らかになったことは,

一連の特許状が,当地への授与者の支配権の深化を意図したものであったと理解する点に

ぉいては共通していながらも,当地の政治的 ･経済的諸状況に規定された極めて多様な内

容を持つということであった.してみると,特許状の ｢普及｣へと論を進める場合,特定

の集落において妥当する内容を持つ特許状が,いかにして授与されたのか,あるいはいか

にして受け入れられていったのか,という問題が生じてくるように思われる･こうしたこ

とを念頭に置きながら,我々は次に慣習法文書の普及過程を検討していきたい･

証

(1) それぞれの史料については以下のものを利用した･｢ロリスの特許状｣についてはOrdonnancesdesrots

deF,mcedelai,ois%e-merace(以下 Ord.と略記),Paris,1723-49,t.V)I,pp･200-203.また ｢ポーモ
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ン=タン-ナルゴンヌの特許状｣については複数の刊行史料が知られているが,それらは異なる伝来状態

にある二つの史料をもとにしている･そこで本稿ではa)Arch,Nat･急Paris,Tr6sordesChartes.J.207,

nolに基づくEBonvalot,LeTiers-EhltS･p･98-119･を主とし,必要に応じてb)Arch.dudgpt.delaMeuse

急Bar･B44ltoll1048に基づくHD'ArboisdeJoinville,LoideBeaumont,Bibliothe-quedeEcoledes

Chwtes,3eser･･2･1851,pp･248-255･を参考にした･｢ヴェルパンの特許状｣については,E.Mennesson,

LesChartesdeVervin,LaThie-77IChe･Bulleh･ndelaSociCte･arche-ologiquedeVervins,1,1873,pp.158

-164･なお本文中では該当する条項の番号を示すにとどめ,重要なものについて証において訳出し原文を

付した.

(2)M･Bur,Laformationducomte-deChamp曙ne,Nancy,1977,p.175.

(3) くEtquicumqueinparrochiaLorriaciannoetdiemanserit,nulloclamoreeumsequente,nequeper

nossiveperprepositumrectitudinemprohibuerit･deincepliberetquietuspermaneat･〉Ord･,t.ⅥI.p.
202.

(4) くquotiensinvillamovebiturprepositus,unuspostalterem juretsestabiliterservaturum has

consuetudines,".〉07dリー.VIl.p.203.

(5)EBonvalot.op.cit.,p.75

(6)P･Desportes･ReimsetlesreJmoisatLrX∬leetXIVesieTcles,Paris,1979,pp.56189.

(7)E.Bonvalot,op.cit.,p.99.

(8) ｢住民は,同日内もしくは明日内にボーモンに帰還する限りで,大司教の守苦軍役を果すであろう.｣

(Burgensesinexercitum archiepiscopiibunt,itaqueipsadievelincrastinoadBellummontem

redibunt.)ibid"p.119,

(9) ボーモンの残る-つの商業関係条項は,葡萄酒の領域外での販売を禁止した条項である日Beaumont:

53]･ワラは･この条項をボーモンにおいて市場が小規模であったことの根拠として用いる.M.Walraet,

LaCharte-lot,p.147,

uO) ポーモンの特許状で罰金の分配比を記した条項は23あり,本文中に記した数字はその平均である.因み

に,そのうち最も高額なのは証人を伴った傷害罪に課される100ス-の罰金であり[Beaumont:17],最も

軽額なのは刈 り入れ期に畑に家畜を人らせた者に課される6デゥニエの罰金であったが [Beaumont:

51],それぞれ領主の取り分は,78ス-と5デゥこ工であった.

㈹ ｢ある者の四肢を傷つけ,あるいはある者を殺した場合,それが正当な証言によって立証されるもので

あるならば,その者並びにその財産は,領主の意の下の置かれるであろう.｣(Etsivul｡｡rat｡rab｡iderit

eiunummembrumveteuminterfecerit,legitimotestimonioconvinctus,ipseetsuasubdispositione

dominierunt.〉E.Bonvalot,op.cii.,p.102.

02) この条項は従来ボーモンの特許状は性格そのものを示すものと評価されてきた.E.Bonvalot,ob.cit.

pp122-124･またJ･FLemarignier･LaFrancem6diCyaleinstihLtionsetsocleiis,Paris,1970, p.133.など.

最近でもジェニコは･この見解を支持しているIL･Genicot,Ruralcommunitiesinthemedievalwest,

London,1990,pp.81-89.

03) ｢当該村落においては･汝ら全ての同意をもってジュレは構成されるであろう.メールもまた同様であ

るが,メールは余に誠実の宣誓をなすこと,そしてその集落の諸賦課を余の役人の前に差し出すこと.し

かしながら,このメールであれジュレであれ全員の請願によるのでない限り,その職務に一年を越えて再
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任することはない.｣くIneademvillaassensuomniumvestrumjuraticonstituentur:majorsimiliter

quifidelitamennobisjurabitetderedditibusetproventibusvillaeministralibusnostrisrespondebit.

Sednecipsemajornecjuratiultraannum,nisidevoluntateomnium,inofficiissuisremanebunt.)

E.Bonvalot,oP.cit.,p.100.

u4) ｢もしある者が,同胞の葡萄畑の葡萄や同胞の穀物を収集する任にあたる見張り番 (custos)に見つけ

られた場合,その者は5ス-を支払う.領主に4ス-杏,メールに6デゥニエを,そして見張り番に6デゥ

ニ工を.｣(Siquisrepertusfueritacustodecolligendoracemosalteriusvineaeetalteriussegetes,

quinquesolidossolvet,dominoquatuor,majorisexdenariosetcustodisex.)ib2'd.,p.106.

05) ｢余並びに余を後継するランス大司教が,ボーモンにおいて獲得するところの罰金総額のうち,住民は集

落の防御のためにその半分を受け取るであろう,そしてそれはかかる方法に基づく,即ち忠実に集落の防

御の費用に使われるように,住民側が忠実なる二人のジュレを立てて,余が余の三人の僕をそこに加える

であろう.｣〈DeuniversisforefactisquaemosetsuccessoresnostriRhemensesarchiepiscopide

Bellomontecapiemus,burgensespromunit10neVillaemedietatemrecipient,iモaquodipsiduosjuratos

fidelesconstituentetmosservientem nostrum apponemustertium,etiitresmedietatem illam in

sumptibusvillaefideliterexpendent.)ibid"p.109.

u6) では何故ボーモンの特許状にはジュレやメールの選出を住民に重ねる条項が含まれたのかという疑問

に対し,デボル トは同年ランスに対して授与された特許状の影響を理由として挙げている.ランスに授与

された特許状が,コミューメ運動への対応であったことは本文中に述べた.12条から構成される特許状は,

住民の要求に答える形で,うち6条をエシュビナ-ジュに関する規定に充てている.その第 1条は ｢市の

エシュバンが再置されるべきこと.エシュバンは,汝ら全ての共通の同意によって,余のパン住民の中か

ら12人選出される｣(ArchivesdelavilledeReims,CollectiondeDocumentsInediissurl'histoiredu

roi,t.34,1918,p.93.)と規定している.デボル トはポーモンの特許状の作成に当たって,この部分が住民

側に対する特権としてポーモンの特許状中にも盛り込まれたのではないかと考えている.P.Desportes,oP,

cii.,p.89

07)D.Barthelemy,RaouldeCoucyetVervins,FederationdesSociCtesd'始toiTleetd'archeorogiedel'

Aisne,27,1982,p.143.

u8)Ibidりp.139.

09) クーシー地方では五通のコミューヌ文署が確認されているが,内容的にはむしろヴェルパンの特許状の

方が住民側の権利保障の面を強く表しているように思われる.クーシー地方のコミューヌ文書に関しては

次節註鮒を参照せよ.

ⅠⅠⅠ.主要慣習法文書の普及

1.慣習法文書の発給者について

以下では,上で取り上げた慣習法文書が多数の集落に対して漸次的に,しかし時に集中

的に普及していく過程を見ていく.手順としては,最初に文書発給者としてどのような人

物が現れているかを確認し,文書普及と諸侯の主導性との関連について考えてみたい.表

1,2,3は,それぞれヴェルパン,ボーモン,ロリスの法を内容とする特許状を授与し
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た領主を整理したものである.まずヴェルパンの法に関しては,クーシー家が完全に主導

性を発揮していることが明らかである.発給者は複数現れているがいずれもクーシー家の

成員であり,RaoulIとAlixの間に生まれた子供がEnguerranIII, ThomasdeCoucy

である.当家は,その所領規模や称号から見れば決して有力諸侯層に含まれるとは言い難

い.しかし我々はクーシー家が当時の,また後のフランス国政上果たした役割の大きさを

知っており̀,I)いち早 く慣習法文書を自らの政策に取 り込むことによって,諸侯層と殆ど互

角にその効果を所領統治に生かしていったのではないかと思われる.この点についてはま

た後に言及する.

次にロリスの法やボーモンの法では,確かにバール伯,シャンパーニュ伯やロレ-ヌ公

といった有力諸侯層が大きな割合を占めている.しかし合計集落数を見れば分かるように,

彼らだけではなく,中小領主層もまた文書普及に貢献していることが確認される.かかる

事例は,文書普及に際しての諸侯層の主導性を強 く主張する先のジェニコの見解 とは相入

れないのであろうか.結論から言えば,こうしたことを考慮してもなお,慣習法文書は諸

侯層の圧倒的な主導下で普及したと思われる.それは,ひとつには諸侯とこれら中小領主

層との人的紐帯の側面から,またもうひとつには文書内容から説明される.まず人的紐帯

の側面から言えば,中小領主層の殆どが既に諸侯層とレーン制的関係で結ばれた封臣であ

ることが挙げられる.例えばロリスの法に関して,表中に記した有力領主以外の者の手に

なる特許状を受領 した集落が 9集落知られている.この内,7集落に特許状を授与した5

人の領主は,うち3人が国王の,また残 り2人はシャンパーニュ伯の封臣である(表 3-B

を参照). 2̀'一方ボーモンの法については,ロ.)スの法と同様にして56集落が知られている.

その授与領主33人のうち,リュクサンプール伯を封主とするものが11人,以下バール伯が

8人,シニー伯が 3人,国王が 2人,ロレ-ヌ公が 1人,不明 1,残 りは教会領主の封臣

であると見倣される(表 2-Bを参照). 3̀)また内容面からは次のような部分が重要である.

Heloiseとその息子の PierredesBarresが1247年サンスに程近い Chaumontに,ロリ

スの法を内容として授与した特許状には,シャンパーニュ伯チボー五世が1269年に与えた

確認状が知られている.この確認状は22条からなり,前半17条はロリスの特許状 に倣って

当地の住民に諸特権を認めているが,それに続 く伯と授与領主との関係を記 した箇所は興

味深い.即ち,HeloiseとPierredesBarresならびにその後継者達は,ここに規定され

た内容を今後遵守する旨を伯に対して誓約しなければならないし,またこの誓約を子孫に

も義務づけなければならない(18条).̀dJそして彼らとその子孫たちは,サンスに置かれた伯

の代理人の裁判権に従うのである(22条).(5)事例を直ちに一般化することは出来 ないが,中

小領主層が自ら所領内の集落に対しで慣習法文書を授与する場合には,諸侯層,即ちこの

場合は伯によるこうした確認を必要としていたように思われる.さらに,この特許状ほど

明確ではないが,裁判が当該集落で決着 し得ない場 合, 諸侯層の直轄地-プレヴォ
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テに判決を委ねる旨を記した条項がボーモン法系列の特許状の中に確認される.Mont-

Ifledyは,1239年にシニー伯を授与者とする慣習法文書を有していたが,Flassigny(1255

年,Jametz領主Rombasが授与 :以下同様),Moiry(1271:Chauvency領主Gerard),

olizy(1281:Chauvency領主Gerard)などに授与された特許状はいずれもこのMont-

medyに裁判を委ねるべきことを記している三6'同様にしてバール伯のStenayに対しては

Hans(1315:Pierrepont領主Girarz),MontSaintMartin(1286:MontSaintMartin

領主Arnold),Quincy(1286:MontSaintMartin領主Arnold),ConsdevantLongwy

(1248:C｡｡S領主 J｡ha｡),Ugれy(1287:Cons領主Jehan)が裁判を委ねている ?' こう

したことから我々は,中小領主の文書授与 もまた諸侯の影響下で行われていること,即ち

慣習法文書の普及は常に諸侯層を中心に展開していることが再認されるのではないかと思

われる.

2.慣習法文書の普及

さて,諸侯層はロリスの特許状やボーモンの特許状などの慣習法文書を,そのままの内

容で自らの所領内に普及させていったのであろうか.もしそうだとすれば,一連の文書普

及が諸侯層の意図に全面的に適っているとは言い切れない側面が出てくるのではないだろ

うか.具体的に言えば,第一に,前節で確認したように,有名な慣習法文書はいずれも当

地の状況を考慮し,そこに作成者固有の事情や関心を反映させるという多様な内容を持っ

ていたから,普及過程にあっては個々の受領集落の実情に即さない場面が出てくるであろ

うということ.第二に,例えばボーモンの法がランス大司教の支配領域を越えて拡大する

ことは,統一的な支配領域を築きあげようとする諸侯からみれば,まさに法的側面での｢汚

染｣(8)ではなかったか,ということである.この二点を念頭に置きながら以下具体的な普及

過程を辿 り,諸侯層主導で進められる慣習法文書の普及が持つ意義について改めて考えて

みたい.

(1)シャンパーニュ伯家による慣習法文書の授与

先ず,多様な慣習法を自領内に普及させたシャンパーニュ伯家の事例をとり挙げる.当

伯家の文書授与は12世紀後半から始まる.この伯領には①ロ1)スの法,②ボーモンの法を

それぞれ内容 とするもの,そして③シャンパーニュ伯がオリジナルに起草したものが,地

理的 ･年代的まとまりを持って普及している.多少概観しておけば,①はシャンパーニュ

地方西辺に12世紀後半から末にかけて,②は当地北東辺に13世紀の前半において,③は中

央部に12世紀末から13世紀初めにかけてと,①,③,②の順で現れている.

初めにロリスの法を内容とするものについて見てみよう.8集落への特許状が確認され,

いずれの集落もシャンパーニュ伯の直轄領に属する集落であったが,1165年にシャウルス

(chaource)に対して授与された特許状が,伯による最初の慣習法文書と言われている.
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この特許状の内容は次の通り.タ-ユの廃止 (1条),往復一日程度の軍役 (2条),自由

な離村の認可(3条),罰金額の減額(4条):9' またこの8年後の1173年マレ=アン=オス

(MarayeenOthe)に授与された特許状も同一の内容を含んでいた.この｢マレ-アン-

オスの諸慣習｣は,1198年には近接するSaintMar°s,Vauchassisに対しても認められて

いる̀.10'もっとも,これら一連の特許状が｢ロリスの特許状｣に範をとったものであると主

張される根拠は,その僅か四つの特権内容がロリスのそれと類似していること,また集落

の所在地が1172年 (マレ-アン-オスへの特許状授与の前年)｢ロリスの諸慣習｣を認めら

れたヴイルヌーヴニラルケヴェックに近いということに過ぎず,'11'判然とはしない.ただ

ここは国王とシャンパーニュ伯との間で際習法特許状の授与を巡ってある種の取決めが結

ばれた地域であり;12'伯によるこの五集落への授与が,国王の文書授与を意識して行われ

たことは疑いない.

一方,シャンパーニュ伯が明確に ｢ロリスの諸慣習｣を認める旨を宣言した文書を受領

した集落も存在する.1190年,アンリ二世によるショーモン(Chaumont)と1190年,チボー

三世によるエルビー (EⅣy)の二集落がそれである.二つの特許状は,前文において ｢ロ

リスの自由 (libertatemLorriaci)を授与し-｣と記しており,それがロリスの法を内容

とするものであることは明らかである.ところが,この二つの特許状の中では,多くの条

項の修正 ･削除が施されている.そこからシャンパーニュ伯が文書に込めた意図を汲み取

ることは可能であろうか.先ずショーモンの特許状では,｢ロリスの特許状｣から削除され

ているものとして,往復一日程度の軍役 [Loryis:3]･通行税の免除 [Lom'S:4]･入出

市税の定額化[Lom'S:20/26]･警遜義務の廃止[Lomls:25]･森林用益権[Lom'S:28]･

売買税未納の場合の罰金の猶予[Lom'S:30]が挙げられる.市場関係の条項が多く削減さ

れているように思われるが,その全体的な傾向を摘むことは難しい.しかし改変が施され

ている部分について見ると,(1)一年と一日の滞在による諸特権の享受資格取得を記した条

項[Lom'S:18]では,それに続いて近郊の領主ジラール-ドニエシの領民にはこの条項が

適用されないことが追加され;13'(2)サン-プノワ修道院が上級裁判権から排除されること

を示した条項 [Lom 'S:31]では,その対象を修道院から当地の土地領主の名に変えてい

るtl4'伯は,出来る限り｢ロリスの特許状｣の内容を尊重する形で,ショーモンの状況に

適った最小限の改変を施したように思われる.次にショーモンから九年経たエルビーの特

許状はどうであろうか.この特許状では,先ず ｢ロリスの特許状｣から削除されているも

のとして,ターユの免除 [Lom'S:9]･バナリテの廃止 [Lom'S:24]･警遊義務の廃止

[Lomls:25]･森林用益権 [Lom'S:28]を規定した条項が挙げられる.こうした領主制

的賦課の軽減を規定した部分が欠落していることは先ず注目に値する.加えて,交易の振

興に関する条項については,売買税の免除規定[Lom'S:28]が存続しているだけで,その

他我々が確認した｢ロリスの特許状｣での市場の発展を促す条項の多くが[Loryis:2,6,
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20,26]削除されている.一方,修正が施された条項としては,軍役奉仕に関するものが象

徴的である.｢ロ1)スの特許状｣で往復一日程度に軽減された領民の奉仕義務[Lom'S:3]

は,｢余の側から求められた時は何時でも｣呆さねばならなかったのであるこ15' この他,

ショーモンと同様エルビーの地理的状況に応じた技術的な修正 (運搬賦役の道筋など)ち

施されているが,'16'残りは ｢ロ.)スの特許状｣通りである.当地が伯の史料に初めて登場

するのは,11世紀後半 (1074年)のことである.この時の史料によればェルビーは城砦と

して建設された.'17'フィ.)ップ一世がロリスを中心とするガティネ地方を獲得した一連の

軍事行動への対応であった.一世紀を経,フランス国王によるガティネ地方への文書授与

が進行する中で,伯は再びこの辺境城砦に伯領維持の自覚を促す.それが ｢エルピーの特

許状｣ではなかったかと思われる.領主制的諸賦課に対する領主側の消極的な姿勢,商業

関係条項の欠如,任意の軍役奉仕の維持,これにの特徴は ｢ボーモンの特許状｣について

確認してきたものであった.ランス大司教による ｢ボーモンの特許状｣作成と同様の意図

を伯によるこの特許状にも見出すことが可能なのではないかと思われる.

次に ｢ボーモンの特許状｣授与集落について.プランシュ女伯並びにチボー四世から,

13世紀の前半に特許状を獲得した 7集落が知られている.シャンパーニュ伯領の北東,ラ

ンスの近くに位置するこれらの集落は,1203年のLaNeuvilleauPontという集落名から

伺えるように新村 (Villanova)として建設されたものであった.またプランシュヴイル

(Blancheville)･ロッシュフォール (Rochefort)･フローラン (Florent)･パッサバ ン

(Passavant)･プールダン (Bourdon)は,その中でも聖界領主とのバリアージュを伴っ

て授与されている.ボンヴァロは,シャンパーニュ伯によって行われたこれら一連の特許

状授与を次のように理解していた.ト･アヴ工であるシャンパーニュ伯は,通常のアヴ工と

しての権限に満足することはなかった.教会に対し,彼はその特定部分を獲得することを

要求した.とりわけ,未開にして森林におおわれた土地においてはそうであった.結果彼

らは教会領主と共同で,開墾を通じて,新しい住民居住地を建設することを意図した.そ

してそこには,ボーモンの特許状が授与され,あらゆる領主権を折半することが規定され

たのである-.｣(18)我々も,この点については彼の理解を受け入れることが出来ると思われ

るが,以下内容について見てみよう.新村建設という拓殖政策の中で授与されたこれら一

連の特許状では,当然 ｢ボーモンの特許状｣における開墾を促す条項 [Beaumoni:4],

即ち開墾地に於ける十分の-税を減額した条項が留保されている.こうした点は,シャン

パーニュ北東部における教会所領への拓殖政策の一貫として慣習方文書を授与する伯に,

当地における優越的な支配権を保証していると思われる.そのことは軍役奉仕についても

言えるのであって,プランシュビル,ロッシュフォール,プールダンでは,そのいずれも

が伯の,往復一日に限定されない領民の軍役徴集を認めている.但しその場合,往復一日

を越える軍役は,伯領の東方であるバーJI,-シュル-オーヴ (BarsurAube)方面に対し
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ては認められず,東南方向であるブルゴーニュ,ロレ-ヌ方面に対してのみ認められ,領

民の給養は領主側の義務とされた.'19'この点は,従来城砦の防御的性格の強かったボーモ

ンの軍役規定が,領主の意図を反映する形で強化されていると見なすことが出来よう:20'

シャンパーニュ伯領の中心部においても特許状は授与された.但しそれらは,その内容

においてロリスの法ともボーモンの法とも異なる.我々は,その一つとして先ず1175年,ア

ン･)一世によって授与された ｢ヴイルヌープ-オ-5,ヤティロ(VilleneuveauChatillol

の特許状｣を挙げることが出来る.時期的には,伯領西辺において ｢ロリスの特許状｣に

倣った特許状の授与が数年前に始まっていた頃である･この特許状は,新村として建設さ

れた集落に対してのものであったが,序文にロリスやボーモンの諸慣習に関する言及は全

くなく,この新村が,当地の慣習に従うことが明記されているのみである三21'文書は条文

の形式をとっておらず,内容もそれほど多くはない.しかしそうした中で我々は特徴とし

て次の点を挙げることが出来る.特許状では,当地の住民が六人のエシュバンを有するこ

と,そしてエシュバンは,伯が派遣するプレヴォと協力して当地の諸事に携わり,またプ

レヴォによって開かれる裁判集会を援助すべきことが規定されているのである?2'住民に

ょる集落役人の選出を認める規定は,この後1200年に同じくチボー三世によって特許状を

授与されたモンタ-ニュ (Montargne)やモルプ (Maurupt)についても確認され,モン

タ-ニュでは一人のメールが,またモルプでは四人のジュレが選出されるべきこととされ

ている.こうした規定が,ロリスの特許状 (1155)になく,他方ヴェルパン(1163)やボー

モン (1182)に存在していたことは先に確認した.ロリスの特許状に関しては,プレヴォ

を通じたより強力な集落統制の意図を,またボーモンの特許状ではランスの特許状の影響

を,さらにヴェルパンでは経済的発展に裏打ちされた住民の政治的要求を･それぞれ不存

在･存在の理由としていた.これらの特許状と比較して,｢ヴィルヌーブ-オ-シャティロ

の特許状｣に始まる伯のオリジナルな特許状に盛られた上記の規定は,どのように理解さ

れるべきであろうか.シャンパーニュ伯によるコミューヌ文書の授与が開始されるのは,

フィリップ二世によるソワッソンへの確認状の発給 (1181)を待ってのことであるから,

少なくともヴイルヌープ-オ-シャティロに関しては,コミューヌ文書の影響は直接的に

は考えられない.また集落は新村であるから,もとより当地の商業発展やその下での住民

の経済的成長や政治的要求は期待し得ない.こうしたことから見て,住民側による役人選

出が,住民側への新たな特権の一つとして与えられた例として理解すべきではないかと思

われる.ところで,伯によるオリジナルな慣習法特許状は,上記の例に留まらない･1208

年には女伯プランシュが,ランスのサン-レミ修道院との間にバリアージュを結んで新村

を建設するとともに,この新村ヴイレール-ザン-ナルゴンヌ (VillersenArgonne)に

対して特許状を授与してuる.条文にして11条を持つこの特許状でも,集落と伯の接点に

位置する存在として四人のジュレが置かれていることが確認される (7条)･(23)また伯が
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｢ボーモンの諸慣習｣に従って起草 ･授与した特許状の中で,バリアージュを伴う場合伯

側が上級裁判権を留保していたことは先述したが,この特許状でも,盗みや殺人に関わる

裁判は,はっきりと伯の手の下にあることが定められている.(4条)̀24'
こうしてシャンパーニュ伯は,西辺においては国王直轄領において普及を見せつつあっ

た ｢ロリスの諸慣習｣を参考にしつつ,時にはまさに ｢ロリスの諸慣習｣を認めるものと

して特許状を作成 ･授与している.その場合,必要に応じて内容に改変が施されることが

あった.また北東部では,やはり同じく普及しつつあった ｢ボーモンの諸慣習｣を認める

特許状を作成し,修道院所領内に自らが主導して建設した新村に領民を引き寄せる手段と

して用いたのである.一方伯領中央部においてはロリスやボーモンの名を出すことなく,

自らオリジナルに作成した慣習法文書を普及させていった.そして,こうした集落のうち,

特にバリアージュを伴って授与された特許状においては常に伯が意図していたのは,自ら

の上級裁判権者としての地位をその特許状中に盛 り込むことであった.こうして見ると,

確かに伯は伯領内での慣習法文書の普及に主導的な役割を演じ,またその内容も,受領集

落の社会的状況に配慮しつつ,出来る限り伯側の意図を反映させたものであった.それは

ロリスの法やボーモンの法を母法とするものでも同様である.しかしながら,伯領の法的

統一という面についてはどうであろうか.本筋の冒頭において我々は,慣習法文書の授与

を伯による統一的支配領域の確立と直接結びつける最近の動向に対して特定の慣習法文書

の広範な普及という事実から二つの疑問を捷起した.一つは文書内容と受領集落との適合

性という問題であり,もう一つは慣習法による諸侯支配圏の ｢汚染｣という問題であった.

特許状授与を通じて複数の慣習法を認めていったシャンパーニュ伯の事例は,前者につい

ては文書内容の改変という形で一つの解決の方向を示してくれたように思われる.しかし

ながら,後者については依然未解決のままである.我々は検討の対象をボーモン法系列の

特許状を普及させていったバール伯などの諸侯に広げていく必要があろう.しかしその前

に,自ら母法となる特許状を作成 ･授与した国王や,クーシー家による文書普及状況につ

いて確認しておく.彼らが自領内へかかる慣習法文書を普及させる場合,少なくとも慣習

法の ｢汚染｣という問題からは自由である.そのことは彼らの文書授与に独自の色彩を与

えるのであろうか.

(2)国王 ･クーシー家による慣習法文書の授与

先に見た通り ｢ヴェルパンの諸慣習｣を普及させたのは専らクーシー家であった.もっ

とも,ヴェルパンの特許状はⅠⅠで検討した1163年のものが,1238年に内容を改められ再度授

与されており,普及した特許状は,内容的には後者 (1238)に近いとされている'.25) ｢ヴェ

ルパンの諸慣習｣の普及過程については,パルテルミ-が詳細な研究を行っている.彼は,

一連の受領集落が地理的に見ていずれもクーシー地方の辺境に位置していることを主たる

根拠として,クーシー家による一連の特許状授与は境界集落の政治的安定化を意図して行
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われたと結論している三26)実際,クーシー地方は一連の普及が起こる12世紀末葉,その東

辺において王権の介入を受けていた.1190年クーシー地方東部に位置するクレシー-シュ

ル-セルにで起きた住民の騒乱を鎮めるため,｢ランの諸慣習｣が当地に対して認められた.

この時,クレシーのアヴエの任にあったクーシー領主ラウール一世はこの授与から排除さ

れ,国王の確認状を伴って文書授与を行ったのは当地の領主であったランのサン-ジャン

修道院長ボードワンだけであった'.27'同年国王の封臣となったクーシー家は,決して有力

諸侯とは言い難いにもかかわらず,その後積極的に慣習法文書の作成 ･普及に携わってい

く.バリアージュなどを伴うことなく,自領内の集落に対してのみ行われたヴェルパンの

法を内容とする特許状の授与は,バルチルミ-の言う通 り支配権の安定を主たる目的とす

るものであったのだろう:28'

さて,｢ロリスの特許状｣の作成に直接携わり,この文書をロリスの拓殖政策として利用

した国王によるロリスの法の普及状況はどうであろうか.1175年ルイ七世は,ロリスの諸

慣習が享受される地域を ｢ロリスのpotestas内に (inPotestateLorriaci)｣含まれる全集

落に拡大しているニ29' これは,ロ.)ス-プレヴォテの領域に一致するとみて差し支えない

であろう.クール-セル-ル-ロワ(CourcellesleRoi)以下13村落を対象として授与され

たこの文書は,34の条文を含み,その形式及び内容において1155年にロリスに対して授与

された特許状と同じで,当地がロリスのプレヴォ裁判権に服すること,またサン-プノワ

修道院は当地の裁判権から排除されるべきことが明記されている.但し,運搬賦役を年一

回に制限した ｢ロリスの特許状｣15条では,葡萄酒はオルレアンに運ばれると記される一

方,穀物の運搬先は明らかではなかった.しかしここでははっきりと当プレヴォテの中心

であるロリスへ,と記されてuる'.30) ルイ七世の妻アデル(Adele)による授与が知られて

いるシャロー (Chalou),また1186-87年のフィリップ二世によるボワニコマン (Bois

commun),ヴォワザン (Voisines)へと続 く文書授与は,ロリスの法がロリス-プレヴォ

テ内のみならず隣接するプレヴォテにも普及しつつあることを示してuる'.31' 因みにボ

ワニコマンに対して授与されたものは34条から構成されるが,｢ロリスの特許状｣全35条と

比較した場合,｢ロリスの特許状｣の34条 (ロリスに対して認められた諸慣習が,隣接する

Courpalez,Chantelou,Harpartなどの集落においても同様に認められることを記した秦

項)が欠如しているのみであり,それ以外内容的な相違は全 く認められない.国王による

特許状の授与は,もちろんこれらに留まらず,最終的な地理的分布を見れば直轄領東辺の

複数のプレヴォテに及んでいる.加えて,国王による特許状の授与は国王直轄のプレヴォ

テを越える領域に拡大していく.早 くも1163年ルイ七世によるヴイルヌープ-ル-ロワ

(villeneuveleRoi)と1165年のセメリー (Sさnely)が確認される.ヴイルヌープ-JI,-

ロワは,もとはサン-マリア-ドクセル修道院に属していたヨンヌ川沿いの未開墾所領に,

国王の手によって建設された新村であり,当該集落の人口増大を意図して,ロリスの諸慣
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習を享受することが認められている.一方,セヌリーの場合は多少事情が複雑である.1165

年に当地に授与された特許状の前文から伺い知れるのは,当地が国王の役人並びに他の

人々の収奪によって廃村と化していることを憂い,国王が住民にロリスの諸慣習を認める

ことで,賦課の不当徴集を抑制し,また悪しき慣習に基づく過酷な状況の改善を目指して

いることである三32' この場合は,新村開発というよりも寧ろ,集落の再建の手段として用

いられているように思われる.

ところで,プレヴォテ外に国王が慣習法文書を普及させて行 く場合,パ1)ア-ジュを伴

うことも少なくなかった.'33'1186年フィリップ二世によってアンジー (Angy)に対して授

与された文書は,先ず初めに,かかる文書が国王とサンエフランボー (SaintFrambaud)

修道院の,アンジーに対するバリアージュの成立を示すものであることが示され,当該村

落に対して行使される裁判権は裁判にあたるプレヴォを共同で選出するという形式を経て

折半されること,またそこから徴集される諸賦課も等しく折半されることを定めている.

同様の内容を持つバリアージュは,1187年Dixmontに慣習法特許状を授与する際にも,

charitesurLoire修道院との間で取り結ばれている三34)もっとも,この二つの文書の内容

部分は僅か四つの条項,即ち(1)タ-ユの全免(2)軍役の往復一日程度への制限(3)当該集落が

将来的にも国王の支配の下にあることの保証,そして(4)罰金額の削減,を含んでいるに過

ぎず,これらの文書が国王によって発給された慣習法文書であることは疑いがないとして

ち,それをロリス法系列の特許状と見なすことについては多少の席糟が残るように思われ

るが.̀35'とにかく,バリアージュを伴った慣習法文書授与の対象は教会領主だけでなく世

俗領主との間でも交わされており,そうした例としてはフラジー (Flagy)とビシュロ-

(Bichereau)を挙げることが出来る.

このようにして,国王の慣習法文書の授与は,教会領主や中心世俗領主の所領 ･諸権利

を平和的に駆逐しながら,王権の物質的基盤である直轄領を拡大,定着させるものであっ

たという森山氏の指摘は,個々の文書内容の検討からも確認されるであろう?6) しかしな

がら,文書普及も後半に入ってくると,一つ一つの文書から,国王と受領集落との具体的

な関係を伺い知ることは困難になってくる.例えば,1201年フィリップ二世によってロリ

スの諸慣習を享受することを認められたオ/レレアンに程近いクレリー (Clery)は,オルレ

アン-プレヴォテに含まれる集落であったが,̀37'この地に授与された特許状は,｢ロリスの

諸慣習｣の下に当該集落があることを宣言するのみであり,これまでの特許状が忠実に｢ロ

リスの特許状｣と同様の,前文 ･本文 ･後文からなる形式を再現していたのとは異なって

いる.タレ1)-の場合,宣言に続いて改変部分のみが一点付加されており,-家屋並びに

-アルパンの耕地を持つ者から毎年徴集される税を6デゥニエから4ス一に引き上げてい

る.こうした特許状は,その他サンコワン (Sancoins),ボン-シュル-ヨンヌ (Pontsur

Tonne)な どに も見 られ る:38' さ らに,オービニー (Aubigny)とシャトローダ ン
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(chateaulaudon),アルカンヴィ)I,(Arconville),そしてシャロー(Chalou)とム1)ニュー

(Moulineux)などは,それぞれ1272年,1281年,1300年の高等法院での裁決 (arret)の

中で,ロリスの諸慣習を享受する集落であることが記されているが,これらの集落とロリ

スの慣習法との関係について知れるのはこの記述によってのみであり,そこには特定の文

書の存在さえ確認できない.'39'また我々は,普及が広く確認されるイル-ドニフランス東

部から凡そ300キロ以上も離れた,ノネット(Nonette)と呼ばれる集落に対して,1188年

フィリップ二世が ｢ロリスの諸慣習｣を認めたことを知っている.しかしこの特許状もま

た,ノネットに｢ロリスの諸慣習｣が認められることを記すのみであり;40'何ら条文を伴っ

ていない.それゆえシャボニエルなどは,国王のノネットに対する特許状の授与を認めて

象徴的な色合いの強いものとして理解しているrl'

こうして見ると,国王による文書普及は,クーシー家などに比してはるかに頻繁且つ軽

快に進められているように思われる.また,シャンパニュー伯領下の普及状況などと比べ

てみれば,自らが作成した特許状の持つ影響力を十分に意識,利用していることが伺える.

上記のように,内容的に簡潔となりながらもロリス法系列の特許状が広く普及していくこ

とは,一方でこうしたことの一つの現れであろう.しかしながら他方,特定の慣習法を享

受することのみを認め,宣言するこうした慣習法文書の普及は,諸侯即ちここでは国王に

よる直轄地への支配権の深化が,自らの慣習法の保護者としての立場を主張することで進

められていることを明確に示しているのではないだろうか.ここでは最後にこの点を指摘

しておきたい.

(3)その他の諸侯層による慣習法文書の授与- ボーモン法系列の文書普及を中心に-

さてボーモン法系列の特許状はどのように普及したのであろうか.世俗領主が発給した

200を上回る文書の内容をここで逐一紹介する余裕はない.そこでバール伯･ロレ-ヌ公･

シニー伯 ･リュクサンブール伯などによる文書授与を取り上げ,これまで行ってきた普及

過程の検討において確認された諸点,具体的には,母法となる慣習法文書の内容的改変,

-諸侯領内における複数の系統の慣習法文書の普及,慣習法文書の象徴的授与など,を参

考にしながら,同様の方向性が見られるかを念頭に置いて整理していく.まずバール伯家

について.最軌 こ,･当伯家によって進められた文書普及の全体を概観しておく.テイボー

ー世がグランプレ伯アンリと共同で建設した新村 Beaufortに対して1188年に授与した特

許状は,ボーモンの法を内容とするものであり,これが伯家にとって初めての慣習法文書

であった.この特許状の授与については両家間の境界問題の解決を目的としていたことが

背景として指摘されている142'次いで近接するバール伯領の Stenayに対してもボーモ

ンの法に基づく特許状を授与した後,(43'バール伯領ではボーモン法系列の特許状は数十

年現れない.-方この間伯領東部でRoncont(1203),St.ThiebautsousBourmont

(1203)など5集落に対して非ボーモン系列の特許状が授与されている1:4'最終的にはバー
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ル伯領内では13世紀を通じボーモン法によらない慣習法文書が13通ほど確認されており,

その数は少なくない.が,ボーモン法系列の特許状がバール伯領内だけで70に上ることを

考えると,非ボーモン法系列の特許状の割合は決して多いとは言えないだろう.さて,1243

年以降再開されるバール伯家によるボーモン法系列の文書授与は,その殆どがテイボー二

世の手によって行われている.一連の文書の中,共同で発給されたものでは,いずれもが

伯側の優先的な軍役徴収を規定し;45) また,当地の地味の蕃さを考慮して牧草地使用税額

が軽減されたり,その他1261年のThyreiを始めとする9集落が受領した特許状ではメー

ルの選出が領主側の権限に属することなどが規定されており,これらの点が主たる改変と

して確認される.しかしながら,具体的な条項を伴うものは全体的に少なく,ボーモンの

法と諸特権が当地にも適用されることのみを認めているものも多い.ところが,14世紀の

初め1315年にPareidを中心 とする六集落に当時の伯EdouardIが授与した特許状は,

ボーモンの法を内容とはしているものの,そこには諸侯領の編成を意図する内容が前面に

押し出されている.ヴェルダンのNotreDame教会と共同で出されたこの特許状では,上

級裁判権については伯側が留保し,さらにメールが執り行う裁判に関しては全般的に伯の

助言を参考とすべきこと,また軍役については伯側の要求に対してのみ応じるべきことが

規定されている.

次にリュクサンプール伯領について.当該伯領への慣習法文書の普及は,バール伯領で

初めてボーモン法系列の特許状を作成した伯テイボー一世と結婚した,リュクサンプール

女伯Ermenson統治期に始まる.正確な年代は明らかではないが,彼女の統治期間中

(1193-1212)マルビル (MaⅣille)に対して作成された特許状が当地にとっての最初の

慣習法文書であった':6'その後,I)ユタサンプール伯領の首邑であるLuxembourgを始め

として,Epternach,Thionville,Bastogne,Marche,Houffalizeなどに普及していく特許

状は,いずれもボーモン法を内容としていない.それでもマルビル以下17集落に対しては,

時には単独で,また時には中小領主層と共同で (17中8集落)ボーモンの法を内容とする

特許状が授与されている.こうした共同領主との文書授与では諸侯層の優先的軍役や諸賦

課の均等配分を決めた条項が付加されているのが普通であるが,1)エクサンプール伯の文

書の中で興味深いのは,Torgnyの文書に規定された賦課配分である.1301年に伯が当地の

Forgny領主と共同でTorgnyに授与した特許状では,領民から徴収された諸賦課の2/3

を伯が,3/1をForgny領主が獲得することとしている:47'同様の不平等な賦課配分の規

定が確認されるのは,ヴェルダン司教が作成した二通の特許状のみであり㌣8)極めて珍し

いと言える.この点を除けば,リュクサンプール伯によるボーモン法系列の慣習法文書は

殆どが具体的な内容を伴っていない.

最後にシニー伯家について,この伯領では所領規模に比して慣習法文書が多く授与され

ている.内容についてみると,定率地代や軍役の全免といったような領民側に有利な規定
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が追加 された特許状が散見 され る三49' もっ ともこうした改変 は僅かであ り,概ねボーモン

の特許状 をその まま確認 ･授与 している. ところが1263年 VauxleslaFerteに初 めて他

領主 (Vaux leslaFerte修道院) と共同で特許状 を作成 して以来,共同領主 との文書授

与が急増す るとともに, それに合わせて内容上の改変 も行われている150) vaux les la

Ferteの特許状 に盛 られた新 しい規定 としては,徴収賦課の修道院領主側 との均等分配,住

民側が選出 した役人 のシニー伯への宣誓義務, シニー伯側の優先的な軍役賦課,軍役 の領

域的範囲, などが挙 げ られ る. こうした規定 はいずれ も共同領主 との慣習法文書 において

世俗領主側が普通 に留保 している権利 ではある.しか し当地で こうした動 きが始 まるのは,

当伯がボーモ ン法 を内容 とする特許状 を初 めて Avioth に授与 してか ら40年後 であった.

つ まりボーモ ンの特許状 と内容的に忠実 な特許状 を自領 内に普及 させた後 であった こと

は,他の有力諸侯層 に比 して権勢の奮わない当家が,慣習法文書の授与 をさし当たっては

所領維持政策 として展開 した ことを反映 していると思われ る.

証

(1) クーシー家については,D.Barthelemy,LesdeuxGoesdeklSeなneuriebanale:PouuoireisociCte'

ddnshlterredessiresdeCoucy(milieuXle-milieuXIIIesiecle),Paris,1984:J.W.Baldwin,The

GovemementofPhi妙 Augustu,BerkleyandLosAngeles,1986,pp.203-233.を参照.

(2) シェル川沿いのGracay(授与1246/授与者Pierre de Gracay:以下同様),Chateauneuトsur-Cher

(1258/RenouldeCulant)また国王による特許状授与が確認されたセメリー (1165)に程近いIsdes

(1277/HenriduSulli),サンスに近いFoucheres(1243/ErarddeValery)やChaumont,Villeblevin,

Villemanoche(1247/Heloise)などがそうした例として挙げられよう.

(3)その対応関係は次の通り,I)ユクサンブール伯を封主とする者,Hugues(Corbion領主であり,1242年に

Corbionに対して特許状を授与,以下同様),Jehan(Cons領主 :1248:ConsdevantLongwy;1287:

Ugny),Ludemar(LaFertg領主 :1254:LImes),Jean(Herbaumont領主 :1268:Herbaumont),Henri

(Cugnon領主 :1269:Cugnon.Orge,:1269:Mortehau),Rions(Chassepierre領主 :1273:Chasse-

pierre,Lays,Laich,LeMesnil,Aussy),Jehan(Florenville領主 :1273:Florenville),Guillaume

(Differdange領主 :1281:Differdange),Vuarions(Delus領主 :1284:Ruth,Ruethes),Albertes

(Vence領主 :1284:Vence),Wenceslas(Soleuvre領主 :1373:B61is,Belnois,Belvaux).バール伯

を封主とする者,Rogier(Mercy領主:1281:Channier,Chstrys,Cuttry),Rombas(Jametz領主 :

1255:Flagigney,Flassigny),Arnold(MontSaintMartin領主 :1286:MontSaintMartin,Chauffour,

Quincy),PierredeBar(Bouconville領主 :1305:Sachepreie,Seichepre,Fr芭mereville),Thiebaut

(Xorgey領主 :Xorbey,Sorbey),Girarz(Pierrepont領主1315:Hans),Arnold(MontSaintMartin

領主 :1286:MontSaintMartin,Quincy),Jehan(Cons領主 :1248:ConsdevantLongwy:1287:

Ugny).シニー伯を封主とする者,Gera一d(Chauvency領主 :1271:Moiry;1284:01ixie,01izy),Raoul

(Chauvency領主 :LaMouilley),Rombas(Jametz領主 :1255:Flassigny).国王を封主とする者,

Robert(Fontenoy領主 :1332:Fontenoy),Hemi (Buzancy領主 :1357:Buzancy).ロレ-ヌ公を封
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印とする者,Thierriz(MorvillesurSeille領主 :1281:MorvillesurSeille).また教会領主としてはリ

ュージュ司教やヴェルダン司教の名が挙げられ,彼らを封主とするものは17人に上る.

(4) (Ipsietiam HeluysisetPetrusetheredessuitenentur,etjuramentosollempniterprestito,

promiseruntseservaturosinviolabiliteromniaetsingulasupradicta,heredesqueetsuccessoressuos

adeaomniaimperpetumobservandaobligarunt,etessevolueruntobligatos,〉OrdUt.VII, p.334.

(5) くり.sequesupposuerunt,quantum adpredicta,sepedictiHeluysisetPetrus‥.juridictionicurie

Senonensis.)Oyd"t.VII,p.334.

(6)例えばMoiryでは く.‥J'aifranchietmismavilledeMoiry魚Ialo主deBeaumontetpenredroitー

aMonrnaidy…)E.Bonvalot,oP.cit.,piecesjustiustificatives,nO34.

(7)Ibid,piとcesjustificatives,nO39.

(8)L.シェニコ,前掲論文,142貢.

(9)M.Prou,op.cii,,p.298

uO)Ibid"p.3111312.

山)Ibid.,p.298.

02)取決めは,1207年に,フィリップ-オーギュストとシャンパーニュ女伯プランシュとの間で結ばれたも

のであり,国王直轄地と伯領の境界に当たるこの地においては,どちらの側の新村建設やバリアージュを

執り行わないことが決められた.この取決めについては詳しくは森山,前掲論文,138-139貢を参照.

83) (..‥.exceptishominibusdominiGirardideEschitetfheredumsuorum;suiverohominibusnon

retinebunturapudCalvimontem",)OTd,.i.VI, p.188.

u4) くNullushominumCalvimontishabantiumdornumvelvineamvelpratumautagrum,autaliquod

aedificiuminalteriusterraquamcomitis,justificabitseproillocujusestterra,nisidegerbavelde

censusuoforisfecerit;ettuneaCalvimontenonexibitcausarectitudinisexequendaeproillocujus

eritterravelproservienteejus.)ibid,.p.189.

u5) くInexpeditionemetexcercitumibuntquotiensexpartemeafuerintrequisiti.)M.Prou,op,cit.,

p.447.

06) くEorumnullus corveammihi,nisidevinomeodeDenemoineadducendo.)ibid.,p.451

u7)M.Bur,op.cit,p.260-261.

uB)E.Bonvalot,op.cit"p.231.

09)Zbidリp.187.

伽)但しパッサバンでは,伯ではなくバリアージュのもう一方の当事者であるChatrice修道院が,シャン

パーニュ伯を排除する形で領民の軍役奉仕の徴収権を有していることが知られている.Ibid"p.186.

位D く".secundumhasquesubscriptesuntconsuetudines.)Ord.,t.VII, p,319.

(22) (Concessietiam hominibuspredicteville,utScabinoshabeantsex,quiadcommunianegocia

ejusdemvillevocentur,etPlacitacionibusPrepositiintersint…)Ordりt.VI. p.320,

03) くQuatuorjuratiinvillaeruntquijuranostraetvillaeconservabunt.〉M Prou,oP.citりpieces

justificatives,nOXⅥL

伽) くFurturn,raptum,homicidium,etmulturuminmanunostrareservamus.)Ibid.,piecesjustificatives,

noXⅦ.
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CZ5)D.Barthelemy,op.cit.,pp.270-306.

(26)Ibid.,p.305,

m)D.Barthelemy,R呑novationd'uneseigneurie,Bibliothequedel'Ecoledescharles,143,1985,pp.273

-274.

(28) もっともクーシー家はヴェルパンの法による支配圏の法的統一を志向していたわけではない.というの

も,激しいコミューヌ運動の結果コミューヌ結成の承認を始めとしてラン司教から大きな譲歩を引き出し

たことで知られる｢ランの特許状｣が,｢都市ランの法と諸慣習を与え,認める｣(adususetconsuetudines

civitatisLauduniconcessimusetdedimus)という形で,クーシー地方の主要な都市的集落 (クーシー,

マルル,ラ･フェールなど)に対して授与されているのである.これらの特許状はメール ･エシュバン･

ジュレといった集落役人の再任並びに選出が,制限なく当地の住民に委ねられ,領主の介入は一切排除さ

れること,住民は,タ-ユ,死亡税,規定外賦課を免除されること,などの点において,｢ランの特許状｣

に忠実に従う一方,ランで廃止された軍役奉仕は,クーシー家の慣例にしたがって果すべきことが規定さ

れ,バナリテは,水車 ･パン焼き竃 ･ブドウ絞り機のいずれについても維持され,領外結婚に際しても領

主の同意を得るべきことが求められている.さらに,上級裁判権は依然として当地の領主であるクーシー

家に認められていた.改変が,いずれも授与者の諸権利を維持する方向で行われていることは明白である.

ここからは,慣習法文書の授与に積極的であったクーシー家が,コミューヌの結成を認めるコミューヌ文

書中でも,住民側への譲歩を最小限に留め,住民との妥協点を探りつつ当地に対する自己の支配権を確保

する姿勢が窺えるのではないかと思われる.クーシー地方に普及したラン法系列の特許状の具体的な内容

については,R.lLBautier,LesChartesin6ditesdelacommunedePinon,BulletinPhilologiqueet

hision'quedecomitedestyavauxhisioriquesetscl'eni7jiques,Paris,1947,pp.72-74.を参照.

(29) (..日.VillisinPotestateLorriaciconstitutis,liberaliterconcessisse‥)Ord.,t,X,p,50.

伽 くEorumnulluscorvatam Nobisfaciat,nisisemelinannoadannonam terragiisupradictarum

villarumadducendamLorriacum)Ordりt.X,p.51.

(3D Chalou,OrdUt.Vul,pp,34135:Bo主s-commun,OTld.,t.IV,pp.73-77;Voisines,Oyd.,t.VII,p.455.

(32) くEgoLudovicus…adutilitatemetincrementumterrenostrepioutimurtemperamento,ubicumque

indebitasabolemusexactionesetpravarum asperitatumconsuetudinemmitigamus.Notum itaque

facimus…quodvillamnostramquamSeneliacumvocant,queaggravationeservientum nostororum

aliormquequormdam hominum peneadnichilum redactafuerat,herberglamuSadconsuetudines

castrinostriLorriaci.)Ord,t.Yl)), p.520.

価)通例バリアージュは次の二つの局面において現れると理解されている.まず第一に,新しい集落の開発

を目指す領主層が,近隣領主層との共同開発を志すような状況に際してバリアージュは行われる.彼らは,

｢新村建設開発文書｣(Chartedefondationdevilleneuve)などを合名で発給して新村の共同領主権者

になるともに,その条項中において諸権利を折半することを規定している.ヴリーストは,この場合新規

開墾に際して土地を提供する側に立つのは,専 ら教会領主であると指摘 し (LVerriest,Institutions

medievales,MowsetFramenpes,Paris,1946,pp195-201),またルカイエは,もう一方の当事者となるのは

主として国王であったとし,保書を与えることを条件に,直接支配下にない所領の諸権利を,折半して獲

得し,Bl王が自らの支配領域の拡大に利用する制度であると考えた.(A.Luchaire,肋 toireinstiiuiions

monwchiquesdelaF rancesouslesPremierscaP6iiens(987-1180),Paris,1883,pp.130-33.)第二に,
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バリアージュはアヴエ(avou昌)による全面的な権利侵害を退けるために行われる.自らの所領の保護に十

分な軍事的能力を有しない教会 ･修道院などは,世俗領主をアヴエ職に就け,教会領主領の保苦,徴税の

任にあたらせた.しかし世俗領主は,次第にこの職の世襲化,集中化を通じて,自らの領域支配の強化を

意図するようになり,本来の領主である教会の持つ領主制的権利を侵害するようになった.そこで教会領

主は,アヴエの職の設定されている村落に関し,世俗領主との間にバリアージュを取り結び,諸権利によっ

てもたらされる収益を折半するという妥協を示したのである.本稿において現れるバリアージュは主とし

て第-の局面においてであるが,以下本論で確認されるように,当事者は国王一 教会に限定されるわけで

はなく,国王一 世俗領主,諸侯一 教会領主など様々な結びつきが見られる.

(34) Oyd.,t.XI,p.268.

(35) く‥abomnitoltaettallialiberosesseconcedimus(1):Concedimuseciamutnequeinexercitum

nequeinequitacionemeant,quineademdieaddomossuasrevertivaleant(2);etquodnecmosnec

successoresnostriRegesFrancie,prefactamVillam五manuRegiapoterimusalienare(3).Forifacta

sexagintasolidorumqulnqueSOlidisemendabuntur,etforiffactaqulnqueSOlidorum,duodecimdenar･

主is,(4))Ord.,t.ⅠⅤ,p.129.このうち,(3)の規定は ｢ロリスの特許状｣にはなく, また他の慣習法文書にも

見られないオリジナル規定である.

(36)森山,前掲論文,133貢.

(37)M pacout,LoutsVIIeisonroyaume,1975,pp.149-150.

(30 Sancoins,M.Prou,op.cii.,piecesjustificatives.nOXⅣ;PontsurYonne,M.Prou,op.cii.,p.280.

(39)例えば,Aubignyく…itemcartahominumAibigniaci,perquamhominibusAlbigniaciconceduntur

ususetconsuetudinesLorriaci:item,visisdiligentercartishominumdeCastro-Nantonisquisuntad

usushominumLorriaci･･,)Ord.,t.Ⅰ,p.887.またその他については,Arconville,Ord.,t.ⅠⅠ,p.186:

Chalou,Monlineux,M.Prou,op.citりp.282

細 くNoverintuniversipresentespariteretfuturュquoniamuniversisapudNonetamhabitantibuset

habitaturisconcedimuseasdem consuetudineshabendasetobservandasquashabentetobservant

homirleSnOStrideLorriaco.)M.Prou,oP.cit.,piecesjustificatives,nOxu.

(4カ｢(ロリスの特許状において規定された)エタンプへの通行税免除から,ノネットの住民は一体いかなる

特権を引き出せたというのか?｣P.Charbornier,Leschartesdefranchisesd'Auverne.Desfranshises

enterreseigneuriale,LaCharEe,pp.251-265.

(42)バール及びダランプレの両家系間には,半世紀末バール伯領側にあるMeaucourtとグランプレ伯領側

にあるBelvalの林間地帯の主導権を巡っての争いが絶えなかったが,実質的にはこうした森林はある程

度の幅を持つ境界地帯を形成しており,そこでは両者共通の広い使用権を行使することができた.beaufor-

tはその境界地帯に,12世紀の大開墾運動期パール伯が自らの主導下新村として建設した集落であった.M.

Bur,LafrontiereentrelachampagneetlalorrainedumilieuduX急lafinduXBsiecle,Revuedu

Norld,1968,pp.2371254,

(43) この特許状が授与された年代は明確ではない.ボンヴァロはバール伯 HenriIIの確認状をもとに1232年

と見なしているが,一方ペランは1243年のThi6bautIIの確認状の中で,この集落の諸特権がThiebautI

治世期 (1189-1124)に既に与えられたものであることを記していることを根拠に,最初の授与の年を

ThiebautI治世期と考えている.Ch-EdomondPerrin,Cataloguedeschartesdefranchisesdela
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Lorraineant6rieuresa1350,AnnMircsdeklSocieted'始loireetd'wcheologiedeL2Lorraine.33,1924,

p.298.

(44)Iaid"pp.3011304.

(45)1252年,Jubigny修道院と共同で授与したBeaumont,Besonvaux,Douaumontや1246年のNeuvillyな

どの.Ibid.,pp,325-334.

(JG)M･Parisse,LaNoblesse.lo771aine(XIC-Xulesiecle),Nancy,1975,p.713.

(17)E.Bonvalot,ob.cit.,piecesjustificatives,nO43.

(48)1270年,Briey領主Erard,Pierrepont領主Simonらと共同でDuzeyに対して授与した特許状,また

1231年,Apremont領主Henriと共同でFleuryに対して授与した特許状において,ヴェ)レグン司教はそれ

ぞれ諸賦課全体の2/3を確保している.

(49)例えば地代の免除については1239年のMontmedy,1244年のChinyが,また軍役の免除については1251

年のBellefontaineへの特許状がそれぞれ規定している.

(58) 1263年Signy,Montlibertに対してVauxleslaFertを修道院と,1264年Verneuilに対してJuvigny修

道院と,1276年VigneullessousMontmedyに対してjuvigny修道院と,1294年T昌taigne並びにEvilly,

VauxlesMouzonに対してMouzon修道院と,それぞれ共同でシニー伯は慣習法文書を授与している.

ⅠⅤ.結びにかえて

我々は,12世紀から13世紀にかけての慣習法文書の分析を通じ,諸侯一 領民関係におい

て諸侯が行使する統制権の法的側面を明らかにすることを目的とした.具体的には,後に

広範囲に渡って普及する慣習法文書は,いかなる諸侯一 領民関係の中で作成されたのか,

そしてかかる慣習法文書を諸侯層が普及させることによって,領民に対する彼らの支配権

(圏)はどのように変化したのか,を問題にしてきたといえる.これまでの検討から明ら

かになったことを要約すれば以下のようになるであろう.

先ず,もともと慣習法文書は,直轄支配圏の再編 ･拡大を意図する諸侯層による,ある

いはそれに対抗する領主層による特定集落への支配権安定化を目的として,当地の慣習法

を領主が尊重する旨の誓約に引き続いて,領主一 領民関係の具体的な在 り方を成文化した

ものであった.その際,当地に対する授与者の支配が住民に受け入れられるためには,住

民に特権を与える方向で従来の所領支配に多少の修正を施す必要があったから,領主側は,

特に諸賦課の面で他の集落に比して有利な特権を与えている.他方支配権の中核をなす裁

判権に関しては,領主は憤重なまでに自らの上級裁判権者としての立場を明記していた.

但し,慣習法文書の内容は,授与者の支配圏の安定を意図したものであったと理解する点

では共通していながらも,個々の内容を具体的に見れば,当地の状況に規定された極めて

多様なものであると言うことが出来る.こうした慣習法文書は多くの有力諸侯層の手を借

りて普及していく.諸侯層は,各系列の特許状を授与する場合,出来る限り受領集落の実

情に即した内容の改変を行っている.そしてそれは結果として諸侯の支配圏の拡大に結び
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つくこともあった.

しかしながら,いかなる諸侯層であっても,特にシャンパーニュ伯の場合には顕著であっ

たが,授与に際して主導性を発揮することは出来ても,また文書内容に自らの領主制的な

意図を盛 り込むことは出来ても,あくまで当地の慣習法の保若者としての立場を乗 り越え

て文書を発給すること,即ち慣習法文書の授与を以て諸侯領内に統一的な法構造をつくり

出すことは出来なかったのである.もっともそれは諸侯支配圏の法的 ｢汚染｣というより

は,むしろ既存の慣習法の広がりを認め,その上に覆い重なる形で複数の諸侯の支配圏が

再編･拡大されていったことを示していると考えるべきであろう (図を参照).ここに我々

は,12･13世紀における慣習法文書の授与を通じた諸侯統制権の深化と,その限界を見出

すことが出来るだろう.

こうした検討の結果を当初掲げたジェこコの見解と照らし合わせてみれば,我々には新

たな課題が浮かんでくる.諸侯領の法的統一が,慣習法文書の授与によっては不十分であっ

たとすれば,諸侯層はこの後いかなる方策を用い ･あるいは用いなかったのであろうか.

1320年,バール伯 Edouard Iはボーモンの法を内容とする特許状を獲得していた伯領内の

集落に対して,以後当地の裁判はボーモンの法ではなく,Stenayのそれに従って行われる

ことを宣言した(i)ボーモンの法の影響を退け,伯領の首邑であるStenayを中心とする統

一的な法構造を築き上げることを意図した発言といえよう.しかし翌1321年,Auzeville

(1243年にボーモン法系列の特許状を受領 :以下同様)やVarennes(1243)では,当地の

裁判がボーモンの法に従う旨の確認状が改めて出され,また1329年,BrabantenArgonne

に対してボーモンの法を内容とする特許状が新たに授与されている.領民の不安や抵抗に

よって,諸侯の意図は退けざるを得なかったのではないかと思われる.また慣習法文書の

確認は,諸侯領が家系の一員に引き継がれる度,あるいは諸侯領の併合によって国王が当

地の支配者として現れる度に行われ,数世紀間続いていく.このことは,今後も慣習法文

書が当地の権力関係を規定する役割を果していったことを物語っているのではないだろう

か .

今回の検討は限定的なものであり,慣習法文書の意義が諸侯統制権全体の中で正しく位

置づけられるためには,今後諸侯一 領民関係を規定するその他の枠組みについても目を向

けることが必要であろう.その意味では,例えば裁判集会の場での領民側による領主権の

内容についての判告 (ドイツにおいてヴァイステユーム (Weistum)の名で知られる)杏

成文化した文書 (rapportdedroits)が,慣習法文書とともに普及したことが知られるロ

レーヌ地方などは興味深いだろう(ヲ)いずれにせよ,我々はこの慣習法文書を通じて,中世

フランス王国における諸侯領構造の一側面を見ることが出来るのではないかと思われる.

(1) くcome…nousaionsordonei…quetouteslesvillesdenostreconteideBarquisuntsudroitde
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BiaulmontvoissentpenredroitaSathenayteilcommeillepourroientavoirala°iteBiaulmont…),

Perrin,op.ciiリnO202.

(2) ロレーヌ地方の慣習法文書に関する研究は, Ch.Ed,Pem n,Chartes de franchises etrapports de

droitsenLorraine,LeMoyenAge,1946,pp.ll-42. を始 め と し て , 最 近 で は A.Girardot,Ladeteriota-

tiondeslibertgsdeBeaumont:lecaslorraln,desoriginesa1350,Lacharte,pp.149-66;H.Collin,

R6flexionsurlachartesdefranchiseenLorraine (me -ⅩⅠVesiecles),Lacharte,pp167-76. などが

ある.

表 1-ヴェルパンの法の普及

表 2-ポーモンの法の普及集落*1

項目 A Ii 汁

75 14(8) 88

59,ー'2 4ー3) 63

17*3 18(川 33

7 7

22 一日l 23

4 .I

4 4

1 1

27 27

その他 19(]d)*4

〔gtiL拠〕
r) BartheLemy, I_L･､
dL,tLXGgL,S.p271.を一
部修正

表 3一口リスの法の普及集落
Trill A a 計

Rois 47 3(3) 51

8 4(2) 12

6 6

9 9

2 2

p2 2

その他 2(2)

〔典拠〕
乗2 Elionvalot.LeTters-E /aLs.pp156-245を

もとに作成
穀3:M Prou,LesCDtLLuwleS,pp139-209をもと

に作成

項 El:A-ポーモンの法あるいはロリスの法を内容 とするt即習法文相を受領 した非蕗のうち,衆に挙げた耗
侯が領主であり且つ脚=滑法文附の起草者である兆諮.共同領主が文布授与に参加 しているものも含
む.(但 し重た枚を避けるため.共同繍主の相手が喪中の諸侯周である場合にはどちらか一方に含め.
討三を付 した.)

B-炎中の諸侯周 と封挫関係にある領主個が起草 した慣習法文官を受領 した熊落.あるいは.諸侯闇
と子安与御室との関係が明確でな くても文や中で諸侯 と授与舛落 との法的関係についての言及がある
もの.()内は授与領主の人数.

*l●この親は,世俗領主が懲及に関わった強鮪を中心にしてまとめたものであり.ポーモンの法を内容 と
する特許状を受常lした兆搭全体を示すものではない.ポーモンの法はヴェルタン司教や [)エージュ司
教などによっても普及させられていった.

*2-rhr伯 と共同で特許状を授与 した Band'Eta】1e(1260)以下 7雑務.地びにStp】erre-vlllers(1277).
RememCourt(1277)の計10純潔を含む.

*3:Iiar伯 と共同で特許状を授与 した Marvl日e(1193-1212),Arrancy(1193-1212)を含む
*4.ここには.国王を封主 とする領主また, リエージュ司教や.A/ェルタン司教を封主 とする領主の手にな

る特許状を碓亨等した如渚が含まれる.

区l:慣習法文書の普及 〔模型囲〕
S

主賓旧習法文軒の普及】把図
..%暁 ･有力領主IM支配圏

- (prlnCIPauteterntorla))
A 諸侯 .有力領主Itl摘 彬地

(domam)
(⊃主都旧習洪文隼Fの普及昭朗 と支配圏 との関

係

A-特定法系列の慣習法文科の習及郁巨朗 と所
鮪がほぼ一致する場合
(クーシ-領主領など)

B-特定法系列の仰習法文吋の普及BQ･桝が所
領の一部を占める瑚合
(̂'-JL,伯領. リユタサンプIJL,伯硯,

ロレ-ヌ公領など)
C一特定法系列のt町野法文宙の普及昭匹はfllVT

領内に複数見られる場合
(シャンパーニュ伯領など)


